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浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業の概要 

西遠浄化センター 

阿蔵中継ポンプ場 

浜名中継ポンプ場 

西遠処理区 

＜事業概要＞ 

処理面積：約10,500(ヘクタール) 
対象事業：処理場（1箇所）・ポンプ場（2箇所）（西遠処理区＝浜松市内最大処理区） 
       の維持管理・機械設備改築更新 
事業期間：20年間（平成30年4月1日 ～ 令和20年3月31日） 

運営権者：浜松ウォーターシンフォニー株式会社 
代表企業：ヴェオリア・ジャパン（株） 
構成員  ：ヴェオリア・ジェネッツ（株）、ＪＦＥエンジニアリング（株） 
         オリックス（株）、東急建設（株）、須山建設（株） 

・効率的な維持管理や改築 

・VFM 14.4%（優先交渉権者提案時） 

・運営権対価：25億円 

平成23年度／公共施設等運営権活用検討業務 

平成25年度／西遠流域下水道事業調査業務 

平成28年4月／静岡県から事業移管   

平成17年7月／12市町村合併（7処理区編入） 
（西遠流域下水道区域がすべて浜松市に ）  

平成23年／PFI法改正（コンセッション方式の制度化）   

■コンセッション導入の経緯 

●市では行財政改革の一環として組織のスリム化に取り組んでおり、 

    移管に伴い本処理区に従事する職員について大幅な増員は難しい状況にあった。 
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提供：旧静岡県下水道公社 

●供用開始：昭和61年10月  ●処理方式：水処理…標準活性汚泥法、汚泥処理…濃縮－脱水－焼却 

●処理能力（日最大）：全体計画…400,000㎥/日、現状…200,000㎥/日 ●水処理系列数：全体計画…8系列、現状…4系列 

●処理人口：全体計画…564,680人 現在… 470,664人（令和２年度末）  ●排除方式…分流式 

運営権設定対象施設（西遠浄化センター）の概要 
せいえん 



モニタリングに関する実施契約の規定 

実施契約書により、モニタリングの実施を規定 
 PFI法第28条※ に基づき、実施契約書に運営権者によるセルフモニタリング、市及び第三者による
モニタリングを規定。 

（運営権者によるセルフモニタリング） 
第57条 運営権者は、本事業期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務
付けられている事項について下水道法その他の法令等及び要求水準（モニタリ
ング基本計画に規定された事項を含むが、これらに限られない。）並びに提案
書類において提案したセルフモニタリング方法に基づき点検等を行い、その結
果を適切に保存するとともに、市からの提出要請があった場合には速やかに提
出する。 
2 運営権者は、本事業期間中、提案書類において提案したサービスに関する事
項及びその他提案書類において提案した事項についてセルフモニタリングを実
施し、その方法及び結果について、市に対して、自らが提案書類において提案
した方法又は市の求めに応じて随時、報告書を作成してこれを提出する。 
3 運営権者は、前二項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち、自らが提
案書類において提案した公表事項については、運営権者のホームページ上で公
表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。 
4 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画に従うものと
する。 
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（市及び第三者によるモニタリング） 
第58条 市は、本事業期間中、運営権者がPFI法、下水道法その他の法令等及び要求水準（モニタリン
グ基本計画に規定された事項を含むが、これらに限られない。）を満たす方法により本事業を実施し
ているか否かについて、モニタリング基本計画及び提案書類に従ってモニタリングを実施する。 
2 前項に定める市によるモニタリングに加えて、本事業期間中、運営権者の要求水準の達成状況や経
営状況等について、専門的知見を持つ第三者機関を活用したモニタリングも実施されるものとする。 
3 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画に従うものとする。 

ＰＦＩ法第28条 公共施設等の管理者等は、公

共施設等運営事業の適正を期するため、公共施

設等運営権者に対して、その業務若しくは経理

の状況に関し報告を求め、実地について調査し、

又は必要な指示をすることができる。 

実施契約書 

出典：浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業公共施設等運営権実施契約書 



モニタリング基本計画・実施計画書 

基本計画書及び実施計画書に考え方や実施方法を規定 
 実施契約に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準書に定められた基準を安定的に充足
することを確認する。 

4 

モニタリングの基本的な考え方を規定 

 ・モニタリングの実施方法 

 ・契約未達時の措置 

 ・事業終了時のモニタリング 

モニタリングに関する詳細事項を規定 

 ・モニタリングを行う体制 

 ・モニタリングの方法 

 ・モニタリングを行う時期 

 ・モニタリングの内容 

 ・モニタリングの様式 

要求水準書 

基本計画書 実施計画書 

実施契約書 

業務 

基準 



モニタリングの体制 
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運営権者、市、第三者機関の３つのモニタリング 
①運営権者によるセルフモニタリングは、セルフモニタリング実施計画書に従い実施 

②市モニタリングは、対象業務毎に専門性を活かして、各担当課が行う 

③第三者モニタリングは日本下水道事業団が行う（市とのダブルチェック） 

★紛争の調整のための西遠協議会を設置 

   学識経験者3名、市の代表者1名、運営権者の代表者1名で構成される 

運営権者

経営業務

改築業務

維持管理業務

任意事業

第三者

機関

浜松市

モニタリング事務局

総務課 施設課工事課

P
A D
C

セルフモニタリング

西遠
協議会

紛
争
の
調
整

紛争の調整

協定

第
三
者
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

市
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

② 

① 

③ 

★ 



書類、会議体、現地調査により確認を行う 

モニタリングの方法 
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出典：浜松ウォーターシンフォニー株式会社 月次業務報告書 

要求水準書（86項目） 適合状況をチェックするための 

モニタリング確認様式 

要求水準抜粋 
チェック項目 
確認する書類 

確認頻度 確認結果 



モニタリング結果の記録 
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市・第三者モニタリング確認様式（維持管理部門一部抜粋） 市による 
モニタリング 

第三者機関による 
モニタリング 

No 要求水準 チェック項目 書類 頻度 
結果 

頻度 
結果 

4月 4月 

3-8 

BOD：15mg/L 
SS：40mg/L 
pH（水素イオン）5.8-8.6 
大腸菌群数：3000個/mL 

自主基準値の遵守（M3） 
□BOD 13mg/l 
□SS 10mg/l 
□pH 6.0～7.5 
□大腸菌群数 100個/mL 
□1回/月 Ｍ11の水質確認 

月間維持管理
報告書 

毎月 適合 毎月 適合 

3-9 
下水汚泥リサイクル率100%の
維持に努めること。 

□下水汚泥リサイクル率100%の
維持努力 

月間維持管理
報告書 

毎月 適合 － － 

3-10 

2号焼却炉 
 ばいじん0.15g/Nm3 
 窒素酸化物250ppm 
 塩化水素700mg/Nm3 
 硫黄酸化物 7.0K値 
 水銀50μg/Nm3 
 
3号焼却炉 
 ばいじん0.04g/Nm3 
 窒素酸化物250ppm 
 塩化水素700mg/Nm3 
 硫黄酸化物 7.0K値 
 水銀50μg/Nm3 

□大気汚染基準を遵守しているか 
月間維持管理
報告書 

年1回 
または 

2回 
 

3号焼却
炉ばいじ
んは年6

回 

－ 

年1回 
または 

2回 
 

3号焼却
炉ばいじ
んは年6

回 

－ 



令和２年度は 260件程度の書類を受理 

モニタリング基本計画で提出するよう定めた書類の種類 
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経営 関係 

・事業計画書、報告書類 
・監査報告書 等 

改築 関係 

・工事、施工計画書 
・完成図書 等 

維持管理 関係 

・運転、保全管理計画 
・維持管理計画、報告書 等 

出典：浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業モニタリング基本計画書 



書類による確認：月次業務報告書 
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出典：浜松ウォーターシンフォニー株式会社 月次業務報告書 

経営・改築業務報告 

事業計画履行確認 

財務状況報告 



不明点・疑問点は会議体にて質疑応答 

書類による確認：月間維持管理報告書 
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故障・修繕報告 

点検状況等 

維持管理所見等 

維持管理データ類 

出典：浜松ウォーターシンフォニー株式会社 月間維持管理報告書 



会議体による確認 
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第三者機関 

浜松市 

運営権者 
会議体の概要 
 
・月１回 
・運営権者、市及び第三者機関出席 
・運営権者によるモニタリング結果
の報告 

・市や第三者機関は書類や現地の確
認での疑問点等について質疑 

セルフモニタリング結果の報告を受けるとともに 

市及び第三者機関より結果をフィードバックを行う 

新型コロナ感染防止対策 
・Ｗｅｂ会議での対応状況 



書類及び会議体における確認の結果、市が必要と判断した場合、または運営権者が
現地確認を要請した場合、市は現地における確認を行う場合がある 

現地における確認 
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放流水の不定期の調査 電気関係現地調査 

提案事項の履行確認 



命令 

警告 

事象ごとに３段階のレベル設定 
是正期限内に改善されない場合には、次の措置に移る 

 

契約内容未達時における措置 
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レベル 事象 

レベル１ 

業務管理の工程における軽微な不備 
（事象例） 
・書類、備品等の整理整頓不足 
・不衛生状態の放置 
・ユーティリティ備蓄の不足 
・設備の故障の頻発 

レベル２ 

要求水準の未達成がある場合、影響が市と運営権者間または処理場内に留ま
るもの 
（事象例） 
・書類等の欠損 
・工事中の施設破損 
・合理的理由のない工期遅延の発生 
・頻発する設備の故障の放置 
・必要な点検（法定点検を除く）の未実施 
・運転管理の過失による事故の発生（影響が処理場内に留まるもの） 

レベル３ 

実施契約に反する行為で故意又は過失による市への信用失墜行為、不法行為、
施設の運転停止、その他影響が第三者又は処理場外に及ぶもの 
（事象例） 
・苦情の放置 
・法定点検の未実施 
・大規模な事故・火災・労働災害（死亡事故）の発生 
・運転管理の過失による事故の発生（影響が処理場外に及ぶもの 

是正勧告 

是正指導 

注意 
※レベル１おそれ 

違約金支払 

契約解除 



モニタリング結果 
・193項目延べ935件の判定の結果、実施契約及び要
求水準書の基準を充足しない事象が 1件発生し、是
正指導（書類の提出漏れ）を行った。その後、改善
がなされたことを確認している。 

運営の状況 
・経営部門では、資金繰りや収支見通し等を月次又は
四半期ごとに確認し、安定した経営が行われている
ことを確認した。また、効果の高い薬品の選定や、
省エネ機器の導入によるユーティリティ費の削減、
点検・修繕を極力内製化し委託費を削減するなど、
民間の専門技術を活かした事業運営がなされている
ことを確認した。令和２年度の当期純利益は、第2期
（令和5～9年度）に予定する大規模改築への備えと
して内部留保された。 

・改築部門では、令和２年度に３件の改築工事及び１
件の改築計画策定業務が発注され、合計６件の改築
工事について、設計監理及び工事監理が適切に行わ
れていることを確認した。  

・維持管理部門では、放流水質、臭気等を適切に管理
し、処理施設の維持を適切に行っていることを確認
した。また、施設機能を維持するために、点検・修
繕が適切に行われていることなどを確認した。 

令和２年度モニタリング結果 
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出典：浜松市モニタリング結果年次報告書（令和２年度） 



モニタリング情報等の公開 

運営権者による情報の公開 
・運営権者は、セルフモニタリング結果報告書を年1
回公開するほか、維持管理情報、改築工事情報及び
経営情報等を、定期的に公開している。 

 

市によるモニタリング結果の公表 
・維持管理業務に係る市モニタリング結果のうち、市
が必要と認めた事項を、月次で市ホームページにお
いて公表している。 

・市及び第三者機関が作成したモニタリング結果年次
報告書を、市ホームページにおいて公表している。 

15 令和3年７月13日公表（浜松市ホームページ） 

出典：浜松ウォーターシンフォニー株式会社ホームページ 


